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共生社会システム学会　会則

　第１章　総則

第１条（名称）

一　本会は「共生社会システム学会」と称する。

二　本会の英文名は“The Association for Kyosei Studies（略称AKS）”とす

る。

　第２章　目的および事業

第２条（目的）

　本会は，共生社会を体系的総合的に把握・認識し，またそれを実践に役立て

ることができる「共生社会システム学」の研究の推進を目的とする。

第３条（事業）

　前条の目的を達成するため，本会は以下の活動を行う。

一　研究大会の開催

二　学会誌『共生社会システム研究』の刊行

三　内外の学会その他の関係機関との連絡

四　その他本会の目的に照らして適当な事業

　第３章　会員

第４条（会員の区分）

　本会の会員は以下の通りとする。

一　正会員　本会の目的に賛同し，本会の事業に参加もしくは協力する者

二　学生会員　本会の目的に賛同する大学院生もしくはそれに準じる者

三　賛助会員　本会の目的に賛同し，本会の事業に協力する団体

四　名誉会員　本会の発展に特に功績のあったもので，総会の承認を得た者
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第５条（会員の権利）

一　会員は，本会の行う事業に参加し，本会の一般刊行物１部の配布を受ける

ことができる。

二　会員は，本会の学会誌に論文を投稿することができる。

三　会員は，本会の大会等で研究成果を発表することができる。

四　正会員および学生会員は，総会に出席して議決に参加し，新理事の承認権

を持つ。

第６条（入会）

　本会に入会を希望する者は，別に定める様式の入会申込書を会長に提出し，

理事会の承認を受けなければならない。

第７条（入会金および会費）

一　会員は総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならな

い。

二　納入した会費等は返還しない。

三　会費を３年以上滞納した会員は，会員の権利を停止する。

四　会長は，会費を３年以上滞納した会員を除籍することができる。

五　会費滞納による除籍処分を受けた者も理事会の承認を得て再度入会するこ

とができる。

第８条（資格の喪失）

　会員は，以下の事由によって資格を喪失する。

一　退会したとき

二　会員が死去し，または賛助会員である団体が解散したとき

三　会費滞納によって除籍されたとき

四　除名されたとき

第９条（退会）

一　会員が退会するときは，別に定める様式によって退会届を会長に提出しな

ければならない。

二　退会に際しては，会費の未納分を納入しなければならない。
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第10条（除名）

　会員が以下の各号の一に該当するときは，理事会において全理事の３分の２

以上の文書による同意を得た上で，会長が除名することができる。

一　本会の名誉を傷つけ，または本会の活動を著しく妨害する行為があったと

き

　第４章　役員等

第11条（理事）

一　本会に30名以内の理事と２名の監事をおく。

二　理事と監事は兼ねることができない。

三　理事の任期は２年とする。役員の再任は妨げない。

四　学会の継続的発展を考慮して，理事は現理事会が推薦し，総会にて会員の

信任を得る。

第12条（会長および副会長）

一　理事の互選により１名の会長および若干名の副会長を選出する。

二　会長は本会を代表し，理事会を主宰する。

三　会長に事故あるときは，副会長のうちの１名が会長職務を代行する。

四　会長は必要に応じ，会員の中から顧問を選出し委嘱できる。委嘱にあたっ

ては，運営委員会の承認を得る。

第13条（その他の役員の任務）

一　理事は，会長を補佐し，会務を執行する。

二　監事は，本会の活動および会計の監査を行う。

　第５章　機関

第14条　（総会）

一　通常総会および研究大会は毎年一回開催しなければならない。

二　通常総会では，予算・決算の承認，役員の選出，会費の決定，会則の変更，

その他の議題を討議する。
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三　臨時総会は必要に応じ，理事会の議を経て，会長が召集する。

四　総会での議決は，別に定める事項を除き，出席した正会員および学生会員

の過半数（委任状を含む）による。

第15条（理事会）

一　理事会は毎年一回以上開催しなければならない。理事会は過半数の理事の

出席をもって成立する。

二　理事会では，総会議案の承認，会長，副会長，運営委員長および副委員

長，編集委員長および副委員長並びに総務担当理事の選出，会員の入退会並

びに除名の承認，その他の議題を討議する。

三　理事会は会長が適宜招集し，出席した理事の過半数により決議することが

できる。

第16条（運営委員会および運営委員会事務局）

一　理事の互選により，１名の運営委員長および１名の副委員長を選出する。

二　理事の互選により，１名の総務担当理事を選出する。

三　運営委員会は，運営委員長および副委員長，会長，副会長，編集委員長お

よび副委員長，総務担当理事をもって構成する。

四　運営委員会は会の日常的な活動について企画・運営等を行う。

五　運営委員会の下に事務局を置く。事務局の構成員は運営委員長が指名す

る。

六　運営委員会事務局は，会員名簿を管理し，予算の執行をつかさどる。ただ

し，本会が行う特定の事業に関して特別会計を設け，それに関る予算の執行

を会長が指名する者に委嘱することができる。

第17条（編集委員会）

一　理事の互選により，１名の編集委員長および１名の副委員長を選出する。

二　編集委員会は，編集委員長が推薦し理事会の承認を得た会員により構成す

る。

三　編集委員会は，別に定めるところにより，学会誌『共生社会システム研究』

を発行する。
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　第６章　会計

第18条（会計年度）

　本会の会計年度は４月１日に始まり，翌年の３月31日に終わる。

第19条（予算および決算）

一　本会に一般会計と研究大会特別会計を置く。

二　本会の予算は総会の議決によって定める。

三　運営委員会事務局は，会計年度終了後最初の通常総会までに決算書類を作

成し，監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。

　第７章　所在地

第20条（所在地）

　本会の所在地は，府中市栄町1-5-2　池田ビル203号室　日本環境教育研究所

内とする。

　第８章　設立年月日

第21条（設立年月日）

　本会の設立年月日は，2006年10月７日とする。

　第９章　会則の変更

第22条（会則の変更）

一　会則の変更の発議は，理事会の議決または普通会員の５分の１以上の連署

による要求によって行われる。

二　会則の変更は，総会において出席した正会員（委任状を含む）の過半数の

同意による。

　付則

一　本会則は2006年10月７日より実施する。（2008年７月26日一部変更，2009

年８月１日一部変更，2017年９月３日一部変更，2024年９月14日一部変更）
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「持続可能な社会」への理論と実践のあり方を市民とともに考える
「共生社会システム学会」への加入を呼びかけます‼

　いま日本は，名実ともに「成熟社会」にふさわしい豊かな国・社会，持続可

能な共生型社会の構築が求められています。

　そこで，私たちは日本から新たな“Kyosei”概念を国内外に発信する決意を

持って，本学会を設立しました。

　本学会の会長は小原秀雄・女子栄養大学名誉教授，副会長は水本忠武・宇都

宮大学教授ならびに尾関周二・東京農工大学教授です。

　会費は，正会員6,000円，学生会員3,000円，賛助会員（団体会員）１口20,000

円です。

〈主な学会活動〉

・年１回大会を開催いたします（６月～７月）。大会では個別報告発表，シン

ポジウム，総会が行われます。

・年に１回機関誌『共生社会システム研究』（Kyosei Studies）を発行します。

内容は前年度大会シンポジウム関連論文と一般投稿論文から構成されます。い

ずれも査読審査によって掲載の採否を決定します。

・年に４回「学会ニュースレター」を発行します。大会の案内および報告，理

事会の審議事項の報告，運営事務局からの報告などの学会近況のほか，学会員

からのエッセイ，出版物紹介，研究機関や研究プロジェクトの紹介などを学会

員にお伝えします。

〈学会の歩み〉

・2006年10月に誕生した新しい学会です。

・2006年11月に学会HP（暫定）を開設しました（http://jaks.exblog.jp/）。

・2007年１月に「日本学術会議協力学術研究団体」に加盟申請しました。申請

分野は，人文・社会科学－心理学・教育学，社会学，地域研究，生命科学－農

学基礎，生産農学，環境学です。

※この文章は学会誌第１巻に掲載されたものを，そのまま再掲しています。文中に記載さ
れている会長，副会長も当時の方々です
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共生社会システム学会 設立趣意書

　いま社会は，経済をはじめすべての分野で画一的なグローバル化と格差拡大

が進行し，矛盾をさらに深めつつあり，「持続可能な社会」への転換が求めら

れています。しかし，「持続可能な社会」に導く理論的枠組みをはじめ，現状

分析方法などがほとんど解明されていません。

　この点で注目されるキーワードが，持続可能性，多様性，コミュニケーショ

ン，地域社会，風土，農の営みと暮らし，などであり，そこに共通するキー概

念が「共生」です。しかし，「共生」概念は社会の矛盾が深まるにしたがって

拡散して用いられ，概念そのものが極めてあいまいになっています。いま求め

られることは，「共生」概念の明確化と現実社会における実質化です。

　そこで私達は，「持続可能性」，「コミュニケーション」などの概念や「農」

の摂理を踏まえ，人文社会科学の今日の総合的視点を「共生」と定位し，そこ

から共生持続社会の構築に必要な問題の解明と現状分析方法の確立，問題の解

決方策の定立を目指して「共生社会システム学会」（The Association for 

Kyosei Society：略称AKS）を設立することにしました。つまり，「人と自然」，

「人と人」で成り立つ社会のあり方を「共生」の視点から体系的に把握・認識

し，またその成果を実践に役立てることができる「共生社会システム学」の構

築です。

　本学会は，理論と実践の相互交流のなかで理論を鍛え，実践を合理的なもの

にし，共生持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。研究者だけで

なく，地域住民等とともに地域の暮らし全般を考え，実践し，目的を実現する

ことが，本学会が目指す活動の姿です。

　そのためには，人文社会科学系研究者だけでなく，自然・環境科学系研究者，

市民，大学院生・学生，そしてNPOなど，幅広い参加のもとに情報の交換と

交流が不可欠です。ここに，多くの皆さんが共生社会システム学会に参加され

ることを呼びかけるものです。



 

共生社会システム学会　入会申込書
提出：　　年　　月　　日

会員番号 ＊

ローマ字 生年月日 西暦　　年　　月　　日

氏　名
性　　別 男　　・　　女

希望入会年度 西暦　　　　　　年度

自
宅
住
所 TEL FAX

所
属
機
関

機　関　名

TEL FAX

職　　　名

e-mail address

発送先 所属先 自宅 希望会員種別 正会員　・　学生会員

最終学歴

専攻
・

専門

・＊印の箇所（会員番号）は，空欄のままで結構です。
・性別，発送先，希望会員種別は，該当に丸印を記載ください。
・専攻・専門は，20字程度でご記入ください。
申込先：〒183-0051　�東京都府中市栄町1丁目5-2　池田ビル203号室 

日本環境教育研究所内
　　　　※メールでのお申し込みもできます。　kyosei.syakai.gakkai@gmail.com

このページをコピーしてご使用ください。


